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2東地域および中西地域の計画策定プロセスの進め方について

◼計画策定プロセスの対象とする地域間連系線

・東地域（北海道～東北～東京間）

・中西地域（関門連系線、中地域）

◼計画策定プロセスを開始した年月日

2022年7月20日

◼広域系統整備計画の取りまとめまでの予定

• 増強効果の確認、増強ルート及び規模の具体化：2023年度内目途

• 広域系統整備計画のとりまとめ：2024年度内目途

◼ 2022年7月に開始した東地域及び中西地域の連系線増強に係る計画策定プロセスにつ
いては、これまで、基本要件の作成に向けて技術課題や実現性の高い増強方策の検討を
進めてきた。

◼ 今回、これらの検討が進み、今後の予定に一定の目途が立ったことから、以下のとおり
2024年度内を目途に広域系統整備計画の取りまとめを目指し、計画策定プロセスを進
めていく。
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業務規程より抜粋
（計画策定プロセスの進め方の公表）
第５５条 本機関は、計画策定プロセスの進め方の決定後、次の各号に掲げる事項を公表する。
一 計画策定プロセスを開始した旨
二 計画策定プロセスを継続する場合には、検討スケジュール
三 計画策定プロセスを継続しない場合には、その旨及びその理由

２ 本機関は、一般送配電事業者たる会員の提起に基づき、計画策定プロセスを開始した案件である場合は、計画
策定プロセスの進め方の決定後、前項に掲げる事項を当該一般送配電事業者たる会員に書面で通知する。

３ 本機関は、国からの要請に基づき、計画策定プロセスを開始した案件である場合は、計画策定プロセスの進め
方の決定後、前項に掲げる事項を経済産業大臣に書面で通知する。

（参考）「計画策定プロセス進め方」について経産大臣への通知


